
分の一を乗じて得た数を用いるものとすること。  

＆ 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて  

介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受け  

た理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、診察、運   
動機能検査、作業能力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の   
作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所リハビリテーショ  
ン計画を診療録に記入する必要がある。  

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の当   
該訪問の時間は、適所リハビリテーション及び介護老人保健施設の人   

員基準の算定に含めないこととする。  

姐 入浴介助加算の取扱い  

通所介護と同様であるので、7j姐を参照されたい。  
地リハビリテーションマネジメント加算の取扱い   

①冊月に八回以上適所⊥  

ている場合に、一月に僻だし、指定  

通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、個別リハビ  

リテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リ  

ハビリテーションを行っている場合にあっては、八回を下回る場合  

であっても、算定できるものとする。   

②リハビリテ ーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケア  

マネジメントの一環として行われることに留意すること。  

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対し  
て実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメ  

ントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであるこ  
と。   

包リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホま  

でに掲げるとおり、実施すること。  

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要  

な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴  
覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項において  
「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに  

関する解決すべき課題の把握（以下この項において「アセスメン  

ト」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働  

により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビ  

リテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハ  

皇弘 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて  

介護老人保健施設である場合であって 

た理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、診察、運   

動機能検査、作業能力検査等を行い、適所リハビリテーション計画の   
作成及び見直しを行った場合には、医師は当該適所リハビリテーショ  

ン計画を診療録に記入する必要がある。  

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士の当   
該訪問の時間は、適所リハビリテーション及び介護老人保健施設の人   

員基準の算定に含めないこととする。  

（姐 入浴介助加算の取扱い  

適所介護と同様であるので、7（6）を参照されたい。  

（a リハビリテーションマネジメント加算の取扱い  

金リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケア   

マネジメントの一環として行われることに留意すること。  

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対し   

て実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメ   

ントも原則として利用者全員に対して実施するべきものであるこ   

と。  

塁リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからホま   
でに掲げるとおり、実施すること。   

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要  

な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴  

覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この項において   
「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに  

関する解決すべき課題の把握（以下この項において「アセスメン   

ト」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、 
により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビ   

リテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハ  
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ビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に   

説明し、その同意を得ること。なお、通所リハビリテーションに   
おいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を通   

所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をも   

ってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができ   

るものとすること。  

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーショ   

ンやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関   

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、   

多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、   

リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合に   

あっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要は   

なく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビ  

リテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変   

更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案を   

リハビリテーション実施計画に代えることができるものとするこ   

と。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利   

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集   
中リハビリテーション実施加算を算定している利用者について   

は、病院等からの退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、   

アセスメントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリ   

テーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利   

用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業所に   

対してリハビリテーションに関する情報伝達（日常生活上の留意   

点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅サービス計画の   

変更の依頼を行うこと。   

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテー   

ションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の   

居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所   

のサービス担当者等の参加を求めること。  

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や利   

用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供   

を行うこと。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

ビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に   

説明し、その同意を得ること。なお、適所リハビリテーションに   
おいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を通   

所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をも   

ってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができ   

るものとすること。  

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーショ   

ンやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月ごとに関   

連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、   

多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、   

リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、この場合に   

あっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要は   

なく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビ   

リテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変   

更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案を   

リハビリテーション実施計画に代えることができるものとするこ   

と。また、作成したリハビリテーション実施計画については、利   

用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集   
中リハビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテー   

ション実施加算を算定している利用者については、病院等から   

退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、アセスメントと   

それにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテーションカン   

ファレンスの結果、必要と判断された場合は、利用者の担当介護   

支援専門員を通して、他の居宅サービス事業所に対してリハビリ   

テーションに関する情報伝達（日常生活上の留意点、介護の工夫   

等）や連携を図るとともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行   

うこと。  

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテー   

ションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の   

居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所   

のサービス担当者等の参加を求めること。  

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や利   

用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供   

を行うこと。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準  
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第⊥捜条において準用する第ユ旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師  

又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴  

覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別  

にリハビリテーションマネジ メント加算の算定のために利用者の  

状態を定期的に記録する必要はないものとすること。  

③リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施  

計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日か  

ら算定を開始するものとすること。  

（弘 集中的な指定適所リハビリテーションの取扱い  

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビ   

リテーションとは、三月以内について、概ね一週間に二日以上実施す   

るとともに、個別のリハビリテーションを一日に四○分以上行うン   

を指すものであること。なお、三月を超える場合であっても、一日に   
二○分以上の個別リノ、どリテーションを行う必要があること。  

第亘±韮条において準用する第土塾条に規定するサービスの提供  

の記録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い  

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言  

語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録と  

は別にリハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用  

者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。  

④ リハビリテーションマネジ メント加算はリハビリテーション実施  

計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日些  

属する月から算定を開始するものとすること。  

吐辻 短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い  

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビ   

リテーションとは、退院（所）嘩月以内の   

期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり四○分以   

上、退院（所）目又は認定日から起算して一月を超え三月以内の期間   

に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり二○分以上の   

個別リハビリテーションを行う必要があるこL  

なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月   

にあっては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーショ   

ンマネジメント加算を算定できない場合であっても、僻す  

ることができることとする。  

（12）個別リハビリテーション実施加算の取扱い  

指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっ  

ては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーションマネ   

ジメント加算を算定できない場合であっても、礫土  

ができることとする。  

また、以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーショ   

ン事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリ   

テーションの提供に関わる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚   

士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテニと   

ヨン実施計画において、一月に八回以下の通所であっても効果的なリ   

ハビリテーションの提供が可能であると判断された場合についても同   

様とする。  

a 高次脳機能障害（失語症を含む。）   

b脚（医科診療報酬点数表における  
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r rJ   

難病患者リハビリテーション料に規定する疾患）  

（1封 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い   

①嘲ヨンは、認知症利用者の生活機時  

の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動中  
訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施することを標準とす  

皇且＿   

② 当該リハビリテーション加算は、精手中科医師若しくは神経内科医  
師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を  

修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見  
込まれると判断された者に対して、生活機能の改善を目的として㌧  

リハビリテーションマネジメントにおい て作成したリハビリテーシ  

ョン実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、  
作業療法士又は郵「理学療法士等」  

という。）脚、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプ  
ログラ即憶の訓  

練、日常生活活動の訓錬等を組み合わせたプログラムは認知症に対  

して効果の期待できるものであること。   

③当顔リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科  

医を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了  

してい卑こと。瑚こ関する  

研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶の訓練、日常生活活  
動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成  

されており、認知症に対するリハビリテ ーションを実施するために  

ふさわしいと認められるものであること   

④彗該リハビリテーションにあっては、一一人の医師又は理学療括士  

等ボニ人の利用者に対して佃岬」に行った場合にのみ算定する。   
⑤瀾  

を実施した場合に算定するものであり、卿こ満たない場  

合は、算定を行わないものとする。   ⑥御（Mi車  
Me嗅  能評価スケール）瑚   

⑦斬衆（実施時間、訓練内容、訓  

練匪価、担当者等）は利用者毎に保管されること。   
⑧ 注11の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場  
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合であっても、脾ションを芙施した場合は当該  

サハビリテーション加算を算定することができる。  

診 当該り′ハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月間の間に、  

半該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定でき  

ろこととする。なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了す   
る日の属する月にあっては、一月に八回以上通所していないために  

リハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であって  

も、本加算を算定することができることとする。  

（9） 若年性認知症ケア加算の取扱い  

若年性認知症ケア加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7（7）  

を参照されたい。  

（14）若年性認知症利用者受入加算の取扱い  

若年性認知症利用者受入加算の取扱いは、通所介護と同様であるの  

で、7（9）を参照されたい。  

止弘 栄養逢妻加算の取扱い  

栄養重量加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7立吐を参照  

されたい。  

旦吐 口腔機能向上加算の取扱い  

口腔機能向上加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7止止を  
参照されたい。  

止正 人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーション  

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療法士、  

作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていない  
状況で行われた適所リハビリテーションについては、所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（適所介護費  
等の算定方法第二号ロ）。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じ  

ている状態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業  

の休止を指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所  

に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する  

ものとする。  

（18）サービス提供体制強化加算の取扱い   

① 3（6）④から⑥まで並びに4（18）②及び③を参照のこと。  

② 指定適所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、  

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職  

員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一時間以上二時  

（10）栄養マネジメント加算の取扱い  
栄養マネジメント加算の取扱いは、適所介護と同様であるので  7也  

を参照されたい。  

辻辻 口腔機能向上加算の取扱い  

口腔機能向上加算の取扱いは、適所介護と同様であるので7也を参  

照されたい。  

吐旦 人員基準を満たさない状況で提供された適所リハビリテーション  

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療法士、  

作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていない   
状況で行われた通所リハビリテーションについては、所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（職員配置等   

基準第二号ロ）。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じている状   
態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を   

指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対して  

は、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとす  

る。  
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巨  

間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整  

復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する  

場合にあっては、これらの職員も含むものとするこL  
9 福祉用具貸与費  

（1） 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、  

以下のとおりである。  

① 交通費の算出方法について  

注1から注3までに規定する「通常の室墓の実施地域において指  

定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な  

通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階  

級）による交通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は  

移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、  
陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者  

を利用して運搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉  

用具を同一利用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又  

は一度に複数の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を  

行う場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するもの  

とする。  

② 交通費の価格体系の設定等について  

指定福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法について、  
あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営  

規程に記載しておくものとする。なお、指定福祉用具貸与事業者は、  
運営規程に記載した交通費の額及びその算出方法を指定福祉用具貸  

与の提供に当たって利用者に説明するとともに、当該利用者に係る  

運搬又は移動に要した経路の費用を証明できる書類（領収書等）を  

保管し、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する記録とし  

て保存するものとする。  

③ 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定福  
祉用具貸与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸  

与した場合の加算限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00  

分の一00に相当する額を限度として加算できるものとする。この  

場合において、交通費の額が当該一00分の一00に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

9 福祉用具貸与費  

（1） 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、  

以下のとおりである。  

① 交通費の算出方法について  

注1に規定する「通常の墓透の実施地域において指定福祉用具貸  

与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及  

び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）による交  

通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は移動する場合  

には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又  
は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運  

搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利  

用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数  

の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う場合にお  

ける交通費の実費を勘案して、合理的に算出するものとする。  

② 交通費の価格体系の設定等について  

事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじめ利用者  
の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載してお  

くものとする。なお、事業者は、運営規程に記載した交通費の額及  

びその算出方法を指定福祉用具貸与の提供に当たって利用者に説明  

するとともに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用  

を証明できる書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指定福祉  

用具貸与の提供に関する記録として保存するものとする。  

③ 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算  

限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00  

分の一00に相当する額を限度として加算できるものとする。この  

場合において、交通費の額が当該－00分の一00に相当する額に  
満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

しJ   
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ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

④ 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、   
厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所   

が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算   

限度について   

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相  

当する額の三分の二に相当する額を限度として加算できるものとす  

る。この場合において、交通費の額が当該三分の二に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。   

⑤ 注3に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利  
用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉用具を同  

一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、  

保険給付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相  

当する額の三分の一に相当する額を限度として加算できるものとす  
る。この場合において、交通費の額が当該三分の一に相当する額に  

満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、それ  

ぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

（2） 要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費   

① 算定の可否の判断基準  

要介護一の者（以下（2）において軽度者という。）に係る指定福祉  

用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車  

いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、  

「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人排桐感知機器」  

及び「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」（以下「対象外種  

（2） 要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費   

① 算定の可否の判断基準  

要介護一の者（以下（2）において軽度者という。）に係る指定福祉  

用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「牽  

いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、  

「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人排掴感知機器」  

及び「移動用リフト」（以下「対象外種目」という。）に対しては、  

原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第土韮号の  

イで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、そ  

の状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用  

具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりと  

する。  

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準  
時間の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第  

一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に基本調査の結  

目」という。）に対しては、原則として算定できない。しかしなが  

ら第二十三号告示第三土二号のイで定める状態像に該当する者につ  

いては、軽度着であっても、その状態像に応じて利用が想定される  

対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その  

判断については、次のとおりとする。  

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準   
時間の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第   

一の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本調査の  
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果という。）を用い、その要否を判断するものとする。  
イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必   

要と認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消   

が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がな   

いため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか   
軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービ   

ス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定支援   

事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しについて   
は、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必   
要に応じて随時）で行うこととする。  

り また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当   

する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス   
担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸   

与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら   

について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、   
その要否を判断することができる 。この場合において、当該医師   

の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医   
師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計   

画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。  

i） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によっ  
て又は時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第土塾号のイ  

に該当する者   

（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）   

元） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の  
うちに第二十三号告示第土韮号のイに該当する邑至ることが  

確実に見込まれる者   

（例 がん末期の急速な状態悪化）   

揖） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状  
の重篤化の回避等医学的判断から第二十三号告示第十九号の  

イに該当すると判断できる者   

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、  
碑下障害による誤喋性肺炎の回避）  

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する   
可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の   
状態以外の着であっても、i）～揖）の状態であると判断される   

結果⊥という。）を用い、その要否を判断するものとする。  
イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必   

要と認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消   

が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がな   

いため、主治の・医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか   

軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービ   

ス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定星空   

企蓮支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直し   
については、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す   

頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。  

ウ また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当   

する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス   
担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸   

与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら   

について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、   

その要否を判断することができる 。この場合において、当該医師   

の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医   
師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計   

画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。  

i） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によっ  

て又は時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第三土二号の  

イに該当する者   

（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）   

辻） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の  
うちに第二十三号告示第三土二号のイに該当することが確実  

に見込まれる者   

（例 がん末期の急速な状態悪化）   

揖） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状  
の重篤化の回避等医学的判断から第二十三号告示第二十一号  

のイに該当すると判断できる者   

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、  

喋下障害による誤嚇性肺炎の回避）   

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する   

可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の   
状態以外の者であっても、i）～揖）の状態であると判断される  
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場合もありうる。  

② 基本調査結果による判断の方法  

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る  
指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労  
働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結  

果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確言忍に用  

いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければなら  

ない。  

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度  

者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査  

票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及  

び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状  

態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）  

の内容が確認できる文書を入手することによること。  

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあ  

っては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それ  

を入手すること。  

第三 居宅介護支援費に関する事項  

1 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等  

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指   
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十→年厚生省   

令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第十四条第一   

項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託   

している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護   

支援費を算定する。  

2 月の途中で、事業者の変更がある場合   

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会   

に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月   

の途中で事業者の変更があった場合には、、変更後の事業者についてのみ居   

宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転   

出する場合を除く。）。  

3 月の途中で要介護度に変更があった場合  
要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護サービ   

ス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護）一又は要介護二か   

ら、要介護三から要介護五までに変更となった場合の取扱いは、月末にお  

場合もありうる。  

② 基本調査結果による判断の方法  

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る  
指定福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労  

働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結  

果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用  

いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければなら  

ない。  

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度  

者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査  

票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及  

び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状  

態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）  

の内容が確認できる文書を入手することによること。  

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあ  

っては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それ  

を入手すること。  

第三 居宅介護支援費に関する事項  

1 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等  

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指   
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省   

令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第十四条第一   
項に規定する文書（給付管理票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託   

している場合は、国保連合会）に届け出ている事業者について、居宅介護   

支援費を算定する。  

2 月の途中で、事業者の変更がある場合  

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会   

に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月   
の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居   

宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転   

出する場合を除く。）。  
3 月の途中で要介護度に変更があった場合  

要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護サービ   
ス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護一文は要介護二か   

ら、要介護三から要介護五までに変更となった場合の取扱いは、月末にお  
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ける要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。  

4 月の途中で、他の市町村に転出する場合   

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれ   

ぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになること   

から、転入目の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に   

作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事   
業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定   

されるものとする。  

5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合   

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し   

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できない   

ため、居宅介護支援費は請求できない。  

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合   

注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、   

二十五号告示第三±重号に規定することとしたところであるが、より具体   

的には次のいずれかに該当する場合に減算される。  

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に   

係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を   
遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従   
わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する   

ものとする。  

（1） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合  

に減算されるものであること。  

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者  
及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に  

係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至  

った月の前月まで減算する。  

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を  

行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）  

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算  

する。  

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容  
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の  

同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付して  

いない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前  

ける要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。  

4 月の途中で、他の市町村に転出する場合   
利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれ   

ぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになること   

から、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に   

作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事   
業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定   

されるものとする。  

5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合   

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成し   

た月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できない   

ため、居宅介護支援費は請求できない。  

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合  

注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、   

二十五号告示第土±号に規定することとしたところであるが、より具体的   

には次のいずれかに該当する場合に減算される。  

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に   

係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を  

遵守しない事業所に対してi革、遵守するよう指導すること。当該指導に従   

わない場合には、特別な事情がある場合を除き、碍定の取消しを検討する   

ものとする。  

（1） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合  

に減算されるものであること。  

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者  
及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に  

係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至  

った月の前月まで減算する。  

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を  

行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）  

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算  

する。  

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容  
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の  

同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付して  

いない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前  

【嶋  － ■   
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